
2019年 10月 1日 

お客さま各位 

 

株式会社 りそな銀行 

株式会社 埼玉りそな銀行 

株式会社 関西みらい銀行 

 

＜任意によるマイナンバー届出に関するご協力のお願い＞ 

     

任意による届出にご協力いただける場合には、マイナンバーおよびご本人を確認できる

書類を近隣のりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の営業店舗にご持参のうえ、

マイナンバーのお届けをお願いします。 

ご不明な点がございましたら、お取引店までお問合せください。 

※2018年 1月 1日の国税通則法等の改正に伴い、ご協力をお願いするものです。 

                                                                             

マイナンバー等の確認書類 以下のいずれか1点
・通知カード
・マイナンバーカード
・マイナンバーの記載のある住民票の写し　　　　　等

お客さまご本人の確認書類 顔写真付きの確認書類（いずれか１点）
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
顔写真付きでない確認書類（いずれか２点）
・健康保険証
・住民票の写し（発行後6ヵ月以内のもの）　　 　　　等  

 

以上 


